
個人情報ファイルの名称 投票資格者名簿 

行政機関等の名称 名張市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
名張市選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 

投票資格者の確認及び当該確認を目的とした閲覧（名張市住
⺠投票条例施⾏規則（平成１７年名張市規則第５２号）第９
条）のために利用する。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 生年月日、４ 性別、５ その他の事項 

記録範囲 

本市の区域内に住所を有する年齢満１８年以上の日本国⺠及
び永住外国人であり、引き続き３か月以上本市の住⺠基本台
帳に記録されていた者。 

記録情報の収集方法 

名張市住⺠投票条例（平成１７年名張市条例第２８号）第９条
の規定により投票資格者名簿の調製が必要になった際に、住
⺠基本台帳データにより収集。 

要配慮個人情報の有 

■有（公職選挙法第１１条第１項第２号又は第３号の規定に
該当し、投票することができない旨） 

□無 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）名張市選挙管理委員会事務局 
（所在地）〒５１８−０４９２ 
     三重県名張市鴻之台１番町１番地 
※名張市住⺠投票条例第９条の規定により投票資格者名簿の

調製を⾏った場合において、名張市住⺠投票条例施⾏規則
第９条の規定により、閲覧を⾏うことができる。 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による

特別の手続等の有無 

□有（            ） ■無 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 
 （電算処理ファイル） ☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）  令第 21 条第７項に該当
するファイル 

■有 □無 

備考  

 


